
工   事 仕 様 書 

東京労働局 

 

 

１ 工事件名 

 

府中公共職業安定所 電話交換機更新工事 

 

２ 工事場所 

府中公共職業安定所 

（ 府中市美好町１－３－１ ） 

 

３ 工事内容 

（１） 電話設備新設工事 

① 別添「多機能電話機台数」に基づき、電話設備一式（主装置、多機能電話機）の新規調達を

行うこと。 

② 主装置については 2 階 LH 室に設置し、別添「電話回線一覧」に示す回線を収容すること。 

③ 別添「府中公共職業安定所 電話機レイアウト」に示す箇所に多機能電話機の設置及び設置

に必要な配線を行うこと。なお、電話設備更新にあたり必要な配線について、流用できるものは

流用して差し支えないこと。 

④ 別添「着信等設定一覧」及び「盤面仕様図」を参照し、必要な各種設定作業等を併せて行うこ

と。 

⑤ 自動夜間切り替え機能、自動応答機能を備えること。自動応答装置を設置することや交換機

自体にその性能を備えること等、手法の如何は問わないが、自動応答装置を使用する場合最

低 1 個以上新規購入し設置すること。別添「電話回線一覧」を参考に回線収容、各種設定、配

線作業等を行うこと。なお、既設応答装置の設定は引き継ぐものとする。 

⑥ 内線番号１２５、２３０、３０１の電話機については外付けの録音装置をつけることとするが、交換

機の機能で録音機能を実現することも可とする。録音機能については最高音質時に 12 時間以

上録音できるものとする。 

（２） 既設電話設備撤去工事 

① 既設電話設備一式（主装置、応答装置（タカコム製 ＡＴ－Ｄ３９R×３台）及び電話機等）を関

連法令に従い適正に廃棄すること。 

 

４ その他補足事項 

（１） 作業完了後は、仕様書どおりに発着信等が行えることについて、担当職員立ち合いの下確認を

受けること。また、不測の事態に備え、施工完了日以降の翌開庁日（午前中のみ）に作業員を常

駐させ、軽微な設定変更等に対応すること（運用立会）。 

（２） 現地での作業日程については、原則土日祝日及び平日１７：４５以降で調整すること。ただし、担



当職員又は監督職員と協議のうえ、通常業務に影響の出ない作業については平日日中作業（８：

３０～１７：１５）も可能であること。 

（３） 本仕様書に記載のない事項等については、監督職員と協議のうえ決定すること。 

（４） 作業後は当局指定様式の完了報告書及び請負者任意様式の作業報告書、機器構成図、配線

図、設定図等を作成し提出すること。 

（５） 本工事に伴い光電話に切り替える予定あるため、工事のタイミング等回線業者と調整が必要で

ある点留意すること。 

（６） 工事場所は OA フロアである。 

（７） 本工事は仕様についての手法に不確定事項が多いため、（夜間切り替えボタンの有無、自動応

答装置の有無、盤面のボタン数など）契約締結後に担当職員と仕様の最終確認をする必要がある

点留意すること。 

 

５ 担当職員 

（１） 担当職員 

府中公共職業安定所 庶務係長  石川  ／ TEL：０４２－３６２－１３８０ 

（２） 監督職員 

東京労働局 総務部会計課施設係  横幕 ／ TEL：０３－３５１２－１６０６ 

 

６ 履行期間 

契約締結日 から 令和４年３月２４日（金） まで 

※ 具体的な作業日程については、担当職員と協議のうえ決定すること。 

  また、機材納品後は履行期限に関わらずすみやかに施工すること。 

 

 

【共通仕様等】 

１ 共通仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事共通仕

様書」並びに「建築工事共通仕様書」（共に最新版）による。使用する部材、工法、廃棄物処理方法等に

ついてはグリーン購入法に適合するように努めること。 

 

２ 法令等の取扱 

本工事を施工するにあたり法令等に制限を受ける場合には、該当法令等を遵守すること。 

 

３ シックハウス対策 

本工事に使用する材料は、規制対象外材料（Ｆ☆☆☆☆）のみを使用できるものとする。 

 

４ 軽微な変更 

軽微な変更を行う場合は、係員の指示による。この場合請負金額の増減は行わない。 

 



５ 施工日程 

施工日程については、事前に現地係員と十分協議すること。 

 

６ 光熱費 

工事中の電力・水道・ガス等は原則として支給する。ただし、電力については、使用量が過大になるも

のと見込まれる作業については、自家用発電機の請負者持込による作業を指示することがある。 

 

７ 近隣対策 

近隣に対しては、工事中迷惑をかけないよう十分考慮して施工する。万一実害、クレーム等があった場

合は、請負者の負担において速やかに解決させること。 

 

８ 補償 

竣工後２年間に、工事上の不備、不手際を生じた場合は、無償で速やかに解決させること。 

 

９ 現場復旧 

工事のため破損或いは損傷した部分は、係員と打合せの上、指定の仕様で復旧する。 

 

１０ 現場管理 

施工者は、「労働基準法」「労働安全衛生法」「建築基準法」「消防法」「電気技術基準」その他関係法

令の定めるところにより、適正に労務管理をし、労働者の安全及び衛生、その他風災害、火災、盗難、風

紀、その他事故並びに公害防止に努めなければならない。 

 

１１ 廃棄物処理 

発生材は速やかに搬出すること。止むを得ず工事用地内に一時的に集積する場合は、安全の確保・

粉塵の防止等の措置をとり、かつ整頓に努めて異種の発生材の混合を防ぐこと。 

また関係法令に従って適法に処理し、必要に応じて産業廃棄物マニュフェストを提出すること。このこと

は撤去工事による発生材の他、端材・梱包・工事従事者が現場で出すゴミ等についても同様とする。 

 

１２ 現場養生等 

工事範囲及び搬入、搬出経路について適切に養生・清掃を行うこと。 

 

１３ 工事完了報告 

施工後、当局指定様式の完了届及び請負者任意様式の作業報告書を作成し、作業前、作業中及び

作業後の写真（デジタルカメラによる撮影及びカラーレーザープリンタによる出力を可とする）を添付する

こと。 

 

１４ 検査 

請負者は工事完了時に検査職員の竣工検査を受け、検査に受からなかった箇所については速やかに

指示に従い補修すること。 



 

以  上 



更新後
多機能電話機

職業相談第一部門 24

業務部長 1

専門援助部門 12

雇用管理 2

雇用保険適用課 7

雇用保険給付課 17

職業相談第二部門 6

管理部長 1

小会議室 1

所長 1

庶務課 7

事業所部門 11

情報提供 1

予備 2

多機能電話機台数

合計 93



【電話回線一覧】

回線構成 回線種類 電話番号 用途
盤面表示

名称
盤面電話
番号表示

留守電
切替

交換機
収容

1 光電話 042-336-8609 代表 代表 ○ ○ ○

2 光電話 042-336-8625 職業相談第一部門 専一① ○ ○ ○

3 光電話 042-336-8629 職業相談第一部門 専一② ○ ○ ○

4 光電話 042-336-8650 事業所部門 事業所 ○ ○ ○

5 光電話 042-336-8652 専門援助部門 専門援助 ○ ○ ○

6 光電話 042-336-8678 × × ○

7 光電話 042-336-8679 × × ○

8 光電話 042-336-8617 雇用保険適用課 適用課 ○ ○ ○

9 光電話 042-336-8642 雇用指導官 雇指官 ○ ○ ○

10 光電話 042-336-8666 雇用保険給付課 給付課 ○ ○ ○

11 光電話 042-336-8673 産業雇用情報官 情報官 ○ ○ ○

12 光電話 042-318-8808 職業相談第二部門 職二 ○ ○ ○

13 光電話 042-335-7381 直通　1階事務室 1階直通 ○ ○ ○

14 光電話 042-335-7382 直通　２階事務室 2階直通 ○ ○ ○

15 光電話 042-362-1380 直通　庶務課 庶務課直通 ○ ○ ○

16 光電話 042-360-9600 専門援助部門 FAX × × ○

17 光電話 042-362-0330 ３階事務室 FAX × × ○

18 光電話 042-362-7100 ２階事務室 FAX × × ○

19 光電話 042-362-8093 １階事務室 FAX × × ○
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○

３１４

○３１２

○３１３
○

　

　

○３００
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○
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１０７

○
○ １３３
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○
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○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
１１０ １１１ １１２ １１３ １１４ １１５ １１６ １１７ １１８ １１９ １２０ １２１ １２２ １３９ １３８ １３７

●
１０５

○
１３６

○
１２５ ○１５０ ○１５１

　

事務官

２階更衣室

所　長

(相)

事務官

給調官 雇用保険適用課

係　長

課　長

(相)

小　会　議　室

所　長　室

情報官 統　括

求　人
アドバイザー

３Ｆグループ

(相)

給付課(相)

０４２（３６２）７１００

＜給付係＞

ﾌﾛｱﾅﾋﾞ

２階FAX

職業相談第一部門　　　

２階直通 ０４２（３３５）７３８２

○ ○

ﾌﾛｱﾅﾋﾞ

就指官兼上席

職指官

ナビゲーター

（相） （相）

（相）

管理部長 統　括
係　長

課　長

150・151

上席職指官

総合案内

ナビゲーター

コーディネーター

０４２（３３６）８６２５

予約グループ コーディネーター

０４２（３３６）８６２９

業務部長

ナビゲーター 支援員

０４２（３３５）７３８１

０４２（３６２）８０９３

統　括

ナビゲーター ナビゲーター

ナビゲーター

０４２（３３６）８６４２

職指官

統　括

雇指官 コーディネーター

１階直通

就指官兼上席

１階FAX

精神障害者雇用

トータルサポー

ター

チャレンジ

支援員 (相) 職指官職指官 ナビゲーター ナビゲーター

雇用管理
 内線

○１４１

職業相談グループ
精神障害者
雇用トータル

コーディネーター内線１０１～１２２

内線１３０～１３９

ナビゲーター

(相)
主　任 係　長

（相）

就指官専門援助部
門

アドバイザー

女性更衣室

給調官

臨時事務補佐員

上　席

０４２（３３６）８６５２

(相)
ナビゲーター （相）

（相）

１　階

男性更衣室・サーバー室

ナビゲーター

（相） 適用グループ 雇用保険給付課

訓練関係ﾅﾋﾞ

事務官
事務官

(相) 給付グループ

給付課（相） 給調官兼上席

０４２（３３６）８６１７

内線２００～２０４ ０４２（３３６）８６６６
（相）

○・・・・・・据置型電話

２　階 (相)

●・・・・コードレス電話

内線２１２～２１６

訓練関係ﾅﾋﾞ

訓練関係ﾅﾋﾞ

３F直通
求人者支援員 求人者支援員

職指官 求人者支援員
３１８

事業所部門

０４２（３３６）８６５０

臨時事務補佐員臨時事務補佐員

情報提供

０４２（３３６）８６７３

(相)

事務官
臨時事務補佐員

助 成 金

内線３００～３０５

０４２（３６２）１３８０

課　長

事務官 上　席

アドバイザー

アドバイザー

○３０６ ○３０７

事業所グループ

内線３１０～３２０
事務官

係長 主任
主任 電話交換

庶　務　課

(相)

継専官 ＜適用係＞ 継　続

３１９

府中公共職業安定所

府 中 公 共 職 業 安 定 所 　電話機レイアウト
　　〒１８３－００４５

（4.10.1現在）　 　府中市美好町１－３－1
（代表電話）０４２（３３６）８６０９

３　階 （３階 FAX) ０４２（３６２）０３３０

キャリコン

ナビゲーター

上　席
３１７

学　卒

ナビゲーター

事務官

○２２９

○１２３

○１４０

＜得喪係＞

○２１７

●２１８

●２２４ ●２２３

＜認定係＞
○２１９○２２０○２２１

○２２２

決　定

●２２８

○２２５

○２２６

臨時事務補佐員

(相) 給調官 (相)

職業相談第二部門

０４２（３１８）８８０８

事務官

事務官 ○２０６

○２２７

○３０３○３０４

○３０５○３０２

○３０１

適用課(相)

適用課(相)

（相）

係　長

内線２０５～２１１
（相）

新規１１ 新規１０

新規１７ 新規１８

新規１６

新規８ 新規７ 新規６

新規４

新規５ 新規９

新規２

新規１５

新規１４

新規１３

新規１２

新規３

新規１

内線番号変更



【着信等設定一覧】府中公共職業安定所

電話番号

1 9 ・・・　直通番号

2 10 ・・・　コールセンターからの着信専用

3 11

4 12

5 13

6

7

8

※№5、9、10以外は、17:15～翌08:30の時間は応答装置対応となることに注意。

※　表中の項目「着信及び鳴動設定」の表示については、〇は着信設定のみ、●は着信及び鳴動設定を表す。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

○ － － － ○ － － － － － － － ○

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● ● － － ● － － － － － － － ●

● － － － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － ● － ● － － － － － － － ●

－ － － ● － － － － － － － － ●

－ － － ● － － － － － － － － ●

－ － － － － ● － － ● － － － ●

－ － － － － ● － － － － － － ●

－ － － － － ● － － ● － － － ●

－ － － － － ● － － － － － － ●

－ － － － － ● － － － － － － ●

－ － － － － ● － － － － － － ●

－ － － － － ● － － ● － － － ●

－ － － － － － ● － ● － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－

35 138

－

府中所

33 136 136 042-336-8652 ② －

34 137 137 042-336-8652 ② －

－

32 新規２ 141 042-336-8652 ② － －

31 135 135 042-336-8652 ② －

－

30 134 134 042-336-8652 ② － －

29 133 133 042-336-8652 ② －

－

28 132 132 042-336-8652 ② － －

27 131 131 042-336-8652 ② －

○

26 130 130 042-336-8652 ② － －

25 125 125 042-336-8625 ① －

－

24 122 122 042-336-8625 ① － －

23 121 121 042-336-8625 ① －

－

22 120 120 042-336-8625 ① － －

21 119 119 042-336-8625 ① －

－

20 118 118 042-336-8625 ① － －

19 117 117 042-336-8625 ① －

－

18 116 116 042-336-8625 ① － －

17 115 115 042-336-8625 ① －

－

16 114 114 042-336-8625 ① － －

15 113 113 042-336-8625 ① －

－

14 112 112 042-336-8625 ① － －

13 111 111 042-336-8625 ① －

－

12 110 110 042-336-8625 ① － －

11 109 109 042-336-8625 ① －

－

10 108 108 042-336-8625 ① － －

09 107 107 042-336-8625 ① －

－

08 106 106 042-336-8625 ① － －

07 105 105 042-336-8625 ① －

－

06 104 104 042-336-8625 ① － －

05 103 103 042-336-8625 ① －

① － －

04 新規１ 123 042-336-8625 ① － －

03 102 102 042-336-8625

－ －

02 101 101 042-336-8625 ① － －

01 100 100 042-336-8625 ①

保留G 盤面 時間外
切替ボタン

停電
対応現 新

042-336-8666 ／雇用保険給付課

№
内線番号 着信及び鳴動設定 発信時

通知番号

042-318-8808 ／ 職業相談第二部門

042-336-8642／ 雇用管理 042-336-8673 ／ 情報提供

042-335-7381／ 1階直通（夜間） 042-336-8609 ／ コールセンター(代表電話)

042-336-8617 ／雇用保険適用課

042-336-8625 ／ 職業相談第一部門 042-335-7382 ／ 2階直通（夜間）

042-336-8629 ／ 職業相談予約 042-362-1380 ／ 3階直通（夜間）

042-336-8652 ／専門援助部門 042-336-8650 ／ 事業所部門

138 042-336-8652 ② － －

36 139 139 042-336-8652 ② － －

37 新規３ 140 042-336-8652 ② － －

38 150 150 042-336-8642 ② － －

39 151 151 042-336-8642 ② － －

40 200 200 042-336-8617 ③ － －

41 201 201 042-336-8617 ③ － －

42 202 202 042-336-8617 ③ － －

43 203 203 042-336-8617 ③ － －

44 新規４ 217 042-336-8617 ③ － －

45 新規５ 218 042-336-8617 ③ － －

46 204 204 042-336-8617 ③ － －

47 205 205 042-336-8666 ④ － －

48 206 206 042-336-8666 ④ － －

49 新規６ 219 042-336-8666 ④ － －

50 新規７ 220 042-336-8666 ④ － －

51 新規８ 221 042-336-8666 ④ － －



【着信等設定一覧】府中公共職業安定所

電話番号

1 9 ・・・　直通番号

2 10 ・・・　コールセンターからの着信専用

3 11

4 12

5 13

6

7

8

※№5、9、10以外は、17:15～翌08:30の時間は応答装置対応となることに注意。

※　表中の項目「着信及び鳴動設定」の表示については、〇は着信設定のみ、●は着信及び鳴動設定を表す。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
保留G 盤面 時間外

切替ボタン
停電
対応現 新

042-336-8666 ／雇用保険給付課

№
内線番号 着信及び鳴動設定 発信時

通知番号

042-318-8808 ／ 職業相談第二部門

042-336-8642／ 雇用管理 042-336-8673 ／ 情報提供

042-335-7381／ 1階直通（夜間） 042-336-8609 ／ コールセンター(代表電話)

042-336-8617 ／雇用保険適用課

042-336-8625 ／ 職業相談第一部門 042-335-7382 ／ 2階直通（夜間）

042-336-8629 ／ 職業相談予約 042-362-1380 ／ 3階直通（夜間）

042-336-8652 ／専門援助部門 042-336-8650 ／ 事業所部門

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － ● － － － ●

－ － － － － － ● － ● － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － ● － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － ● － － － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － － ● ● － － － ●

－ － － － － － ○ － ○ － － － ○

－ － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ● － － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ ● － ●

－ － － － － － － － － ○ － ● ●

93

92

52 新規９ 222 042-336-8666 ④ － －

53 207 207 042-336-8666 ④ － －

54 新規１０ 223 042-336-8666 ④ － －

55 新規１１ 224 042-336-8666 ④ － －

56 208 208 042-336-8666 ④ － －

57 新規１２ 225 042-336-8666 ④ － －

58 新規１３ 226 042-336-8666 ④ － －

59 209 209 042-336-8666 ④ － －

60 210 210 042-336-8666 ④ － －

61 新規１４ 227 042-336-8666 ④ － －

62 新規１５ 228 042-336-8666 ④ － －

63 211 211 042-336-8666 ④ － －

64 212 212 042-318-8808 ⑤ － －

65 213 213 042-318-8808 ⑤ － －

66 214 214 042-318-8808 ⑤ － －

67 215 215 042-318-8808 ⑤ － －

68 新規１６ 229 042-318-8808 ⑤ － －

69 216 216 042-318-8808 ⑤ － －

70 230 230 042-336-8666 ④ － ○

72 300 300 042-336-8609 ⑥ － －

73 301 301 042-336-8609 ⑥ － ○

74 302 302 042-336-8609 ⑥ ○ －

75 303 303 042-336-8609 ⑥ ○ －

76 304 304 042-336-8609 ⑥ － －

77 305 305 042-336-8609 ⑥ － －

78 新規１７ 306 042-336-8609 ⑥ － －

79 新規１８ 307 042-336-8609 ⑥ － －

80 310 310 042-336-8650 ⑦ － －

81 311 311 042-336-8650 ⑦ － －

82 312 312 042-336-8650 ⑦ － －

83 313 313 042-336-8650 ⑦ － －

042-336-8650 ⑦ － －

84 314 314 042-336-8650 ⑦ － －

85 315 315 042-336-8650 ⑦ － －

91 330 330 042-336-8673 ⑦ － －

88 318 318 042-336-8650 ⑦ － －

89 319 319 042-336-8650 ⑦ － －

71 220 240 042-336-8609 ③ － －

90 320 320 042-336-8650 ⑦ － －

86 316 316 042-336-8650 ⑦ － －

87 317 317



【補足】

　・各ボタンは上記記載の名称に対応する電話番号での外線着信時に点灯するよう設定すること。

　（名称に対応する電話番号については、別添【電話回線一覧】のうち「電話番号」と「盤面表示名称」を参考にすること）

　・各ボタンは上記を参考にボタン毎の色分けを行うこと。

　・鳴動の有無に関わらず、全ての電話機について点灯する多機能ボタンを押下して通話を開始できる設定にすること。

・夜間切替ボタンは内線３０２と内線３０３の２台の電話機にのみ表示すること。

保留２ 保留３ 保留４ 保留５

外線１ 外線２ 外線３ センター１ センター２ センター３

夜間切替

夜間直通

保留６

府中公共職業安定所　盤面仕様図

保留１

代理応答



平日
電話番号 種別 00:00～08:29（夜間） 08:30～17:15（日中） 17:16～00:00

042-336-8625 留守 着信 留守
042-336-8629 留守 着信 留守
042-336-8652 留守 着信 留守
042-336-8642 留守 着信 留守
042-335-7381 着信 着信 着信
042-336-8617 留守 着信 留守
042-336-8666 留守 着信 留守
042-318-8808 留守 着信 留守
042-335-7382 着信 着信 着信
042-362-1380 着信 着信 着信
042-336-8650 留守 着信 留守
042-336-8673 留守 着信 留守

土曜・休日（※）
電話番号 種別 00:00～24:00（夜間）

042-336-8625 留守
042-336-8629 留守
042-336-8652 留守
042-336-8642 留守
042-335-7381 着信
042-336-8617 留守
042-336-8666 留守
042-318-8808 留守
042-335-7382 着信
042-362-1380 着信
042-336-8650 留守
042-336-8673 留守

※　休日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」第２条及び第３条により休日と規定される日及び１２月２９日から１月３日のこと。

自動応答装置設定表


